
 

  

 

原子力発電所周辺の小型無人機等の飛行禁止区域の変更 

 

２０２６年７月６日 

関西電力株式会社 

 

小型無人機等の飛行の禁止に関する法律が改正され、当社原子力発電所

の周囲の飛行禁止区域が拡大されましたので、お知らせします。 

 

１．小型無人機等の飛行禁止区域の変更 

 ２０１６年５月２３日「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重

要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型

無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成２８年法律第９号）」に基づき、

美浜発電所、高浜発電所、大飯発電所が対象施設に指定されました。 

２０２６年７月１４日に施行される改正法に基づき、当社の原子力発電

所における小型無人機等の飛行禁止区域が変更となる旨が、２０２６年 

７月３日に警察庁から告示(令和８年国家公安委員会告示第３０号)され

ました。 

現行法では、小型無人機等の飛行禁止区域は当社の原子力発電所の敷地

及びその周囲概ね３００メートルの上空（対象施設周辺地域）となって 

いましたが、改正法の施行後は、概ね１０００メートルの上空（対象施設

周辺地域）に変更となります。 

 

２．飛行禁止区域概要図（国土地理院ウェブサイトへのリンク） 

  ・美浜発電所周辺 

  ・高浜発電所周辺 

  ・大飯発電所周辺 

 

３．対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先 

・美浜発電所 安全・防災室（０７７０－３９－１１１１（代）） 

・高浜発電所 安全・防災室（０７７０－７６－１２２１（代）） 

・大飯発電所 安全・防災室（０７７０－７７－１１３１（代）） 

 

以 上 

https://www.kanpo.go.jp/20260703/20260703g00150/20260703g001500009f.html
https://maps.gsi.go.jp/?_fsi=S0K77PDh#14/35.702509/135.962162/&base=std&ls=std%7Cdrone_rz_yz_2607%7Cdrone_rz_yz&disp=111&lcd=drone_rz_yz&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m
https://maps.gsi.go.jp/?_fsi=S0K77PDh#14/35.522412/135.506573/&base=std&ls=std%7Cdrone_rz_yz_2607%7Cdrone_rz_yz&disp=111&lcd=drone_rz_yz&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m
https://maps.gsi.go.jp/?_fsi=S0K77PDh#14/35.539665/135.651283/&base=std&ls=std%7Cdrone_rz_yz_2607%7Cdrone_rz_yz&disp=111&lcd=drone_rz_yz&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m

